
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定期昇給実施→昇給係数「４」 

基本給改定→基本給に所定昇給額の４分の１及び 4,000円加算 

 主幹職 B以上、技術専任職・S等級以上 200円、 

主務職・T 等級には 100円さらに加算 

 

 

 

 

 

 

★物価上昇４～５％の中、賃金上昇はそれ以

下の回答であり、２１春闘の定期昇給カット分

の支給はなし         

 

 

 

 Ｎｏ．７ 

 

自立 信頼 創造 発信 

23春闘会社回答受ける 

基本給改定

分（ベア）：

５，９５７円

（１．８４％）

のみ 

定期昇給分：

６ ， ３ ４ ７円

（１．９４％） 

金額に騙されるな！ 
よって席上妥結せず 


